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第Ⅲ章　林業と山村（中山間地域）

その多くが中山間地域＊93に位置する山村は、住

民が林業を営む場であり、森林の多面的機能の発揮

に重要な役割を果たしているが、過疎化及び高齢化

の進行、適切な管理が行われない森林の増加等の問

題を抱えている。一方、山村には独自の資源と魅力

があり、これらを活用した活性化が課題となってい

る。

以下では、山村の現状と活性化に向けた取組につ

いて記述する。

（１）山村の現状

（山村の役割と特徴）

山村は人が定住し、林業生産活動等を通じて日常

的な森林の整備・管理を行うことにより、国土の保

全、水源の涵
かん

養等の森林の有する多面的機能の持続

的な発揮に重要な役割を果たしている。

「山村振興法＊94」に基づく ｢振興山村＊95｣ は、平

成29（2017）年４月現在、全国市町村数の約４割

に当たる734市町村において指定されている。国

土面積の約５割、林野面積の約６割を占めているが、

人口は全国の３％の393万人にすぎない（資料Ⅲ－

39）。振興山村は、まとまった平地が少ないなど、

平野部に比べて地理的条件が厳しい山間部に多く分

＊93 平野の外縁部から山間地を指す。国土面積の約７割を占める。
＊94 「山村振興法」（昭和40年法律第64号）
＊95 旧市町村（昭和25（1950）年２月１日時点の市町村）単位で林野率75％以上かつ人口密度1.16人/町歩未満（いずれも昭和35

（1960）年時点）等の要件を満たし、産業基盤や生活環境の整備状況からみて、特にその振興を図ることが必要であるとして「山
村振興法」に基づき指定された区域。１町歩は9,917.36㎡である。

布しており、面積の約８割が森林に覆われている。

産業別就業人口をみると、全国平均に比べて、農業

や林業等の第１次産業の占める割合が高い（資料Ⅲ

－40）。

また、山村の生活には、就業機会や医療機関が少

ないなどの厳しい面がある。平成26（2014）年６

月に内閣府が行った「農山漁村に関する世論調査」

によると、農山漁村地域の住民が生活する上で困っ

ていることについては、「仕事がない」、「地域内で

の移動のための交通手段が不便」、「買い物、娯楽な

どの生活施設が少ない」、「医療機関（施設）が少ない」

を挙げた者が多い。都市住民のうち農山漁村地域へ

の定住願望がある者が定住のために必要だと思うこ

とについても、「医療機関（施設）の存在」、「生活が

維持できる仕事があること」を挙げた者が多い。

林業は、雇用の確保を通じて、山村の振興に貢献

する産業である。これらの地域の振興を図る上でも、

林業の成長産業化が大きな政策的課題となってい

る。

（山村では過疎化・高齢化が進行）

山村では、農林業の衰退等により、高度経済成長

期以降、若年層を中心に人口の流出が著しく、過疎

化及び高齢化が急速に進んでいる。昭和40（1965）

年以降、全国の人口が増加してきた一方で振興山村

の人口は減少を続け、また、65歳以上の高齢者の

３．山村（中山間地域）の動向
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全国に占める振興山村の割合資料Ⅲ－39

　注：総面積及び林野面積は平成22（2010）年２月１日現在。
人口は平成22（2010）年10月１日現在。

資料：農林水産省 ｢山村基礎調査｣
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資料Ⅲ－40

　注：総数には「分類不能の産業」を含まない。
資料：農林水産省「山村基礎調査」
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割合（高齢化率）も上昇を続け、全国平均23％に対

して34％となっている（資料Ⅲ－41）。

また、過疎地域等の集落の中でも、山間地の集落

では、世帯数が少ない、高齢者の割合が高い、集落

機能が低下し維持が困難である、消滅の可能性があ

る、転入者がいないなどの問題に直面する集落の割

合が、平地や中間地に比べて高くなっている（資料

Ⅲ－42）。

平成25（2013）年３月に厚生労働省国立社会保

障・人口問題研究所が公表した「日本の地域別将来

推計人口」によると、2040年における総人口が平

＊96 日本創成会議・人口減少問題検討分科会の「ストップ少子化・地方元気戦略」（平成26（2014）年５月）や、国土交通省の「国土
のグランドデザイン2050」（平成26（2014）年７月）においても、現状のまま推移すれば、急激な人口減少等は避けられないこと
が指摘されている。

成22（2010）年に比べて２割以上減少する地方公

共団体は、全地方公共団体の69.5％を占める1,170

地方公共団体に上り、また、65歳以上の人口が増

加する地方公共団体は、全地方公共団体の55.0％

を占める926地方公共団体に上ると推計されてい

る＊96。このような中で、山村においては、過疎化及

び高齢化が今後も更に進むことが予想され、山村に

おける集落機能の低下、さらには集落そのものの消

滅につながることが懸念される。

（適切な管理が行われない森林が増加）

平成28（2016）年に国土交通省及び総務省が公

全国と振興山村の人口及び
高齢化率の推移

資料Ⅲ－41
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過疎地域等の集落の状況資料Ⅲ－42

　注：「山間地」は、林野率が80％以上の集落、「中間地」は、
山間地と平地の中間にある集落、「平地」は、林野率が
50％未満でかつ耕地率が20％以上の集落。

資料：国土交通省及び総務省「過疎地域等条件不利地域におけ
る集落の現況把握調査」（平成28（2016）年３月）
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資料Ⅲ－43

　注：「該当なし」及び「無回答」を除いた合計値から割合を
算出。

資料：国土交通省及び総務省「過疎地域等条件不利地域におけ
る集落の現況把握調査」（平成28（2016）年３月）
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表した「過疎地域等条件不利地域における集落の現

況把握調査」の結果によると、条件不利地域におけ

る平成27（2015）年４月時点の集落数は75,662集

落あり、また、99市町村において190集落が平成

22（2010）年４月以降消滅している。消滅した集

落における森林・林地の管理状況については、これ

らの集落の59％では元住民、他集落又は行政機関

等が管理しているものの、残りの集落では放置され

ている（資料Ⅲ－43）。また、過疎地域等の集落では、

空き家の増加をはじめとして、耕作放棄地の増大、

働き口の減少、獣害や病虫害の発生、林業の担い手

不足による森林の荒廃等の問題が発生しており、地

域における資源管理や国土保全が困難になりつつあ

る（資料Ⅲ－44）。

特に、居住地近くに広がり、これまで薪炭用材の

伐採、落葉の採取等を通じて、地域住民に継続的に

利用されることにより維持・管理されてきた里山林

等の森林は、昭和30年代以降の石油やガスへの燃

料転換や化学肥料の使用の一般化に伴って利用され

なくなり、藪
やぶ

化の進行等がみられる。また、我が国

における竹林面積は、長期的に微増傾向にあり、平

成24（2012）年には16.1万haとなっているが、こ

れらの中には適切な管理が困難となっているものも

あり、放置竹林の増加や里山林への竹の侵入等の問

題が生じている地域がみられる。

（山村には独自の資源と魅力あり）

一方、山村には、豊富な森林資源、水資源、美し

い景観のほか、食文化をはじめとする伝統や文化、

生活の知恵や技等、有形無形の地域資源が数多く残

されていることから、都市住民が豊かな自然や伝統

文化に触れる場、心身を癒す場、子供たちが自然を

体験する場としての役割が期待される。

山村は、過疎化及び高齢化や生活環境基盤の整備

の遅れ等の問題を抱えているが、見方を変えれば、

都市のような過密状態がなく、生活空間にゆとりが

ある場所であるとともに、自給自足生活や循環型社

会の実践の場として、また、時間に追われずに生活

できる ｢スローライフ｣ の場としての魅力があると

もいえる。

平成27（2015）年に農林水産省が実施した「森

林資源の循環利用に関する意識・意向調査」による

と、緑豊かな農山村に一定期間滞在し休暇を過ごす

ことについて、「是非過ごしてみたいと思う」又は「機

会があれば過ごしてみたいと思う」と回答した者の

割合は８割であった（資料Ⅲ－45）。また、｢過ごし

てみたい｣ と回答した者が森林や農山村で行いたい

ことについては、｢森林浴により気分転換する｣、「森

や湖、農山村の家並みなど魅力的な景観を楽しむ」、

「野鳥観察や渓流釣りなど自然とのふれあい体験を

する」等の割合が高かった。

また、平成26（2014）年６月に内閣府が行った

「農山漁村に関する世論調査」によると、都市と農

山漁村の交流が必要と考える者の割合が９割と高く

なっており、子供たちに農山漁村地域での人々との

空き家の増加
耕作放棄地の増大

働き口の減少
商店・スーパー等の閉鎖
住宅の荒廃（老朽家屋の増加）
獣害・病虫害の発生

公共交通の利便性の低下
森林の荒廃

伝統的祭事の衰退
集落・地区で行ってきた行事の減少

（％）

82.982.9
71.671.6
68.668.6
64.064.0
62.362.3
61.961.9

51.351.3
45.345.3
43.243.2
38.838.8

0 50 100

過疎地域等の集落で発生してい
る問題上位10回答（複数回答）

資料Ⅲ－44

　注：市町村担当者を対象とした調査結果。
資料：国土交通省及び総務省「過疎地域等条件不利地域におけ

る集落の現況把握調査」（平成28（2016）年３月）
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過ごしてみたいと思う

57.8%
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22.0%

あまり過ごしてみたいとは
思わない　13.5%
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思わない　4.2%

わからない　2.5%

農山村滞在型の余暇生活への
関心度

資料Ⅲ－45

　注：消費者モニターを対象とした調査結果であり、この調査
での「消費者」は、農林水産行政に関心がある20歳以上
の者で、原則としてパソコンでインターネットを利用で
きる環境にある者。

資料：農林水産省「森林資源の循環利用に関する意識・意向調
査」（平成27（2015）年10月）
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交流や自然とのふれあいの機会を学校が提供する体

験学習について、取り組むべきであると考える者の

割合も９割を超えている（資料Ⅲ－46）。さらに、

都市住民のうち農山漁村地域への定住願望がある者

の割合は31.6％であり、前回調査（平成17（2005）

年）の20.6％よりも増えている。

平成30（2018）年３月に総務省が公表した「「田

園回帰」に関する調査研究＊97報告書」によると、

平成12（2000）年、平成22（2010）年及び平成27

（2015）年国勢調査の各国勢調査時点における都市

部から過疎地域への移住者の増減について、都市部

から各区域＊98への移住者の増減をみると、平成12

（2000）年から平成22（2010）年にかけてよりも、

平成22（2010）年から平成27（2015）年にかけて

の方が、都市部からの移住者が増加している区域数

が多くなっている。また、平成22（2010）年国勢

調査から平成27（2015）年国勢調査にかけて、都

市部からの移住者が増加している区域を人口規模別

にみると、人口規模の小さい区域の方が、都市部か

らの移住者が増加している区域数の割合が高くなっ

ており、振興山村といった条件不利地域に該当する

区域について、移住者が増加している区域の割合は、

＊97 若い世代を中心に都市部から過疎地域等の農山漁村へ移住しようとする「田園回帰」の意識が高まっていることから、過疎地域
への移住の実態や都市住民の意識等を分析し、その潮流をとらえ、今後の過疎対策の検討材料とすることを目的として実施。

＊98 過疎地域における平成12（2000）年４月１日時点の旧市町村の区域を１区域としている。
＊99 総務省地域力創造グループ過疎対策室「「田園回帰」に関する調査研究報告書」（平成30（2018）年３月）
＊100 「UJIターン」とは、大都市圏の居住者が地方に移住する動きの総称。「Uターン」は出身地に戻る形態、「Jターン」は出身地の近

くの地方都市に移住する形態、「Iターン」は出身地以外の地方へ移住する形態を指す。
＊101 林野庁プレスリリース「林業成長産業化地域創出モデル事業の「林業成長産業化地域」の選定について」（平成29（2017）年４月28日）

非指定地域の数値と比べて高くなっている＊99（事例

Ⅲ－５）。

（２）山村の活性化

（地域の林業・木材産業の振興と新たな事業の創出）

山村が活力を維持していくためには、地域固有の

自然や資源を守るとともにこれらを活用して、若者

やUJIターン＊100者の定住を可能とするような多様

で魅力ある就業の場を確保し、創出することが必要

である。

平成29（2017）年12月に閣議決定された「まち・

ひと・しごと創生総合戦略（2017改訂版）」におい

ては、林業の成長産業化が地方創生の基本目標達成

のための施策の一つとして位置付けられており、森

林資源の循環利用を図りつつ、成長産業化を実現す

ることが必要とされている。

林野庁は、平成29（2017）年度から、地域の森

林資源の循環利用を進め、林業の成長産業化を図る

ことにより、地元に利益を還元し、地域の活性化に

結び付ける取組を推進するため、選定した地域を対

象として「林業成長産業化地域創出モデル事業」を

実施している＊101。この中で、地域が提案する明確

資料：内閣府「農山漁村に関する世論調査」（平成26（2014）年６月調査）

都市と農山漁村の交流に関する意識資料Ⅲ－46
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［都市地域と農山漁村地域の交流の必要性］

取り組むべきである
96.7%

どちらともいえない
0.8%

わからない 0.5% 取り組むべきでない 2.0%

［学校が提供する体験学習に対する意識］

資料：内閣府「農山漁村に関する世論調査」（平成26(2014)年６月調査）
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民間団体による最新の国勢調査のデータを用いた人口動態等の分析事例Ⅲ－5

一般社団法人持続可能な地域社会総合研究所（島根県益
ます

田
だ

市）は、全国の全市町村について、平成22（2010）
年国勢調査と最新の平成27（2015）年国勢調査のデータを基に、人口動態の現状把握と今後の人口予測の実施
等を行い、平成29（2017）年８月に分析成果を公表した。
この中で、全国の過疎指定797市町村注１のうち、41.0％（327市町村）で30代女性増減率注２が増加するとと

もに、11.7％（93市町村）で実質社会増注３を実現しており、両成果について、特に、離島・山間部等の小規模
町村で増加している傾向が明らかになった。また、同研究所が独自に開発したプログラムにより、人口安定化に
必要な定住増加人数等の目標も明らかにした。
同研究所は、これらの現状と未来を「見える化」した分析成果を公表することで、今後の田園回帰の加速や、
市町村同士の社会増の成果や手法の学び合いの進展、地方公共団体等での具体的な取組の展開等につながること
を期待している。

注１：平成28（2016）年４月時点。
　２： 人口推計の手法の一つである「コーホート変化率法」を使用し、平成27（2015）年の30～39歳女性と平成22（2010）年の25～34歳女

性人口とを比較したもの。コーホートとは、ある一定期間内に生まれた人の集団をいう。
　３： 「コーホート変化率法」を使用し、平成27（2015）年の５～69歳と自然減分を補正した平成22（2010）年の０～64歳人口とを比較した

もの。
資料：一般社団法人持続可能な地域社会総合研究所「「全国持続可能市町村リスト&マップ」公表について」（平成29（2017）年８月21日）

森林整備の様子 環境教育（ツリークライミング）の様子

実質社会増減率（過疎指定市町村）

注： 掲載されている市町村名は、過疎指定市町村における実質社会増加率上位30市町村であり、振興山村に指定されている市町村（市町村
の全域又は一部が振興山村に指定）を赤で囲っている。
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なビジョンの下で実施されるICT活用、ブランド化

等のソフト面での対策に加え、ソフト面での対策と

一体的に行われる木材流通加工施設等の整備に対し

て重点的に支援しており、成功モデルの横展開によ

る林業の成長産業化の加速化を図っている。

農林水産省では、山村の活性化を図るため、「山

村活性化支援交付金」により、薪炭・山菜等の山村

の地域資源の発掘、消費拡大や販売促進等を通じ、

所得・雇用の増大を図る取組への支援を行っている。

また、地域の第１次産業と第２次・第３次産業（加

工や販売等）に係る事業の融合等により、地域ビジ

ネスの展開と新たな業態の創出を行う「６次産業化」

の取組を進めており、林産物関係で93件の計

＊102 ｢地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律｣（平成22年法律第67号）
に基づき、農林漁業者等が作成する「総合化事業計画」。

＊103 「株式会社農林漁業成長産業化支援機構法」（平成24年法律第83号）に基づき、平成25（2013）年２月に設立されたもの。
＊104 「中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律」（平成20年法律第38号）に基づき、農林漁業者と中小企

業者が作成する「農商工等連携事業計画」。

画＊102が認定されている（平成29（2017）年11月時

点）。さらに、「農林漁業成長産業化支援機構

（A-FIVE）＊103」は、農林漁業・食品産業に関心のあ

る地方金融機関等との共同出資によってサブファン

ド（支援対象事業活動支援団体）を設立し、地域に根

ざした６次産業化の取組を支援している。

さらに、農林水産省及び経済産業省では、農林漁

業者と中小企業者が有機的に連携し、それぞれの経

営資源を有効に活用して新商品開発や販路開拓等を

行う「農商工等連携」の取組を推進しており、林産

物関係では40件の計画＊104が認定されている（平成

29（2017）年10月時点）。

このほか、内閣官房及び農林水産省は、「ディス

住民自ら伐採等の施業を行い地域の山を守る活動を実施事例Ⅲ－6

島根県津
つ

和
わ

野
の

町
ちょう

の高
たか

田
だ

地区では、里山林の管理が行き届かなくなり、イノシシやサルによる農作物等の被害が
深刻化していた。
このような中、地区の自治会が主体となって立ち上げた「高田里山を守る会」は、平成26（2014）年度から林
野庁の「森林・山村多面的機能発揮対策交付金」を活用しながら、里山林の整備に取り組んでいる。里山林に侵
入してきた竹の伐採や間伐等の森林整備を実施することで、里山林の景観が改善されるとともに、獣害も軽減さ
れている。また、森林の混み具合の調査を行った上で間伐を実施し、作業道の整備も行っており、間伐材を搬出
し、町内で実施されている「木の駅プロジェクト」の取組に参加するなどにより主に燃料用として販売することで、
活動資金の一部の確保につながっている。
同会の活動は、様々な世代が参加することで地域のつながりを強めるとともに、高齢者にとっての生きがいと
もなっており、同会は、チェーンソーの講習会の受講や活動開始前の注意事項の共有等により安全確保を図りな
がら、継続的に活動を実施していくこととしている。

参考：「活動事例集（平成28年度作成）」（林野庁ホームページ「森林・山村多面的機能発揮対策交付金」）

間伐材を搬出し、燃料として利用 安全確保のため、朝礼で注意事項を共有
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カバー農
む ら

山漁村の宝」として、埋もれていた地域資

源の活用等により農林水産業・地域の活力創造につ

ながる事例を選定し、全国へ発信している。

（里山林等の保全と管理）

森林の有する多面的機能の発揮には、適切な森林

整備や計画的な森林資源の利用が不可欠であるが、

山村の過疎化及び高齢化等が進む中で、適切な森林

整備等が行われない箇所もみられる。このような中、

里山林等の保全管理を進めるためには、地域住民が

森林資源を活用しながら持続的に里山林等と関わる

仕組みをつくることが必要である。このため、林野

庁では、「森林・山村多面的機能発揮対策交付金」

により、里山林の景観維持、侵入竹の伐採及び除去

等の保全管理、広葉樹のしいたけ原木等への利用、

路網や歩道の補修・機能強化等、自伐林家を含む地

域の住民が協力して行う取組に対して支援している

（事例Ⅲ－６）。また、森林整備事業により、間伐等

の森林施業を支援するとともに、間伐等の一環とし

て行う侵入竹の伐採及び除去に対しても支援してい

る。

（自ら伐採等の施業を行う「自伐林家」の取組）

主に所有する森林において、自ら伐採等の施業を

行う、いわゆる「自伐林家」が、近年、地域の森林・

林業を支える主体の一つとして、特に地域活性化の

観点から注目されている。こうした林家では、主に

自家労働により伐採等を行うことから、労働に見合

う費用分が収入として残るという特徴がある（事例

Ⅲ－６）。「自伐林家」の数は、「2015年農林業セ

ンサス」の結果から推計すると、約７千程度とみら

れる＊105。

このような林家等の取組で、全国各地で実施され

ている例として「木の駅プロジェクト」がある。林

家等が自ら間伐を行って、軽トラック等で間伐材を

搬出し、地域住民やNPO等から成る実行委員会が

地域通貨で買い取って、チップ原料やバイオマス燃

料等として販売する取組であり、地域経済を活性化

する点でも注目されている。平成29（2017）年３

＊105 「自伐林家」について統計的な数値はないが、農林業センサスにおいて統計がとられている「家族林業経営体」のうち、「保有山
林で自ら伐採して素材生産を行った家族林業経営体」がこれに近いと考えられる。

＊106 「日本美しの森 お薦め国有林」の選定等の国有林の観光資源としての活用等に向けた取組については、トピックス（8-9ページ）を
参照。

月には、愛知県岡
おか

崎
ざき

市において「第６回木の駅サミッ

ト」が開催され、同様の取組を行っている地域等が

集まり、意見交換等が行われた。

（農泊等による都市との交流により山村を活性化）

近年、都市住民が休暇等を利用して山村に滞在し、

農林漁業や木工体験、森林浴、山村地域の伝統文化

の体験等を行う ｢山村と都市との交流｣ が各地で進

められている。

このような中、農林水産省では、主要観光地に集

中しているインバウンドを含めた旅行者を農山漁村

に呼び込み、滞在してもらうことで、地域の宿泊者

や農林水産物の消費拡大を図る「農泊」ビジネスを、

農山漁村の所得向上を実現する上での重要な柱とし

て位置付け、平成29（2017）年度から、各地の農

泊の実施に向けた取組に対する支援を行っている。

この一環として、美しい森林景観や、保養・レクリ

エーションの場としての森林空間を観光資源として

活用するための森林体験プログラムの作成等に対す

る支援も行っている（事例Ⅲ－７）。森林散策や林業

体験等の森林の活用を中心とした農泊の取組の中に

は、国有林の「レクリエーションの森」を観光資源

として活用する取組もみられる＊106。

また、「子ども農山漁村交流プロジェクト」によっ

て、子供の農山漁村での宿泊による農林漁業体験や

自然体験活動等を推進できるよう、農林水産省では

山村側の宿泊・体験施設の整備等に対して支援して

いる。
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昔ながらの木材搬出（木馬）の実演

森林組合が中心となって農泊を推進事例Ⅲ－7

岐阜県中
なか
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子
し
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（旧加子母村）は、面積の約93％を山林が占める林業や農業が主な産業の地域であり、
散発的に「林業体験」、「農作物の収穫体験」、「歌舞伎小屋を活かした観光」等のツアーが実施されてきた。
このような中、同地域では、農林水産省の「農山漁村振興交付金（農泊推進対策）」を活用し、地域が一丸となっ
て、「農泊」をビジネスとして実施できる体制の整備に取り組むこととなった。
加子母森林組合が中心となり、中津川市、観光協会、旅行会社、農林業関係団体の協力を得て、マーケティン
グに基づく体験プログラムの開発や宿泊施設の整備等を行い、プロモーションの強化によってインバウンドを含
む観光客の増加を目指すこととしている。

既存施設であるキャンプ場内のバンガローや
古民家を宿泊施設として活用

間伐材を利用した箸づくり体験




